令和７年度第２回　品川区地域自立支援協議会　議事要旨
	
〇日　　時：令和７年１０月２９日（水）午後２時３０分から
〇会　　場：品川介護福祉専門学校　５階特別講義室
〇出席委員：田中 恵美子（会長）、篁 倫子、吉澤 利恵、木下 美和、
杉本 伸久、八束 嗣也、奥田 美紀、内藤 ちひろ、榎本 芳美、
古川 崇史、原 彰彦、海老原 理奈、伊藤 美佐、佐藤 直子、
菊地 絵里子、庄田 洋
〇Web出席委員：三浦 和裕、平賀 正司、濱野 建児、紙子 達子
〇欠席委員：田島 忍、岡戸 良雄、島崎 妙子、大胡田 誠、三輪 雄幸、伏見 敏博

１　品川区地域自立支援協議会
■事務局より報告
（１）品川区立大原児童発達支援センターの開設について
〇事務局　
　パンフレットの説明。品川区立大原児童発達支援センター・大原児童センターは、令和７年９月１日に開設した、障害のあるお子さんや発達に心配のあるお子さんとそのご家族を対象に専門的な支援を行う施設。
パンフレットの表紙が外観のイメージで、２ページ目には施設の平面図を掲載。１階が児童発達支援や放課後等デイサービスのサービスを提供する発達支援室が３室、２階には遊戯室およびインクルーシブひろばベルがあり、３階には児童センターがある。お子さんの年齢や状態、家庭の状況等に応じて切れ目のない支援ができるよう、児童発達支援センターと児童センターについて一体的な運営を行っている。
本施設は、指定管理者制度により運営する施設で、株式会社学研ココファン・ナーサリーが指定管理者として運営している。
（２）移動支援事業所連絡会
〇事務局　
資料１の説明。移動支援事業所連絡会は、令和７年７月２９日に実施し、１０事業所が参加した。区内の障害児者への移動支援事業は、ニーズが高まっているものの、人材確保など供給が追いつかない状況が続いている。こうした状況の改善に向けて検討し、事業所の皆さんからご意見をいただくために実施したもの。
２、移動支援事業の実績等。区が移動支援事業で支払った委託料については、令和３年度約4,600万円が令和６年度は約7,100万円となり、年々増加している。利用者は２．５倍、時間数は１．５倍の伸びとなっており、今後も増加が見込まれている。障害種別の割合は、知的障害者が毎年約半数を占め、身体障害と障害児がほぼ同程度の割合で続いている。
３、品川総合福祉センターが行う研修は、令和２年度から開始し、令和６年度までに７１名の方が受講したが、事業所に登録した方は１５名。受講後の声としては、研修を受けた方の中にはボランティア経験が全くなく、実際に一人で出来るだろうかと不安を持っている方がいること。事業所の皆さんにはフォローをお願いしたいとの声があった。
４、自立支援協議会の本会や子ども支援部会の委員からの意見を報告。また、今後の子ども支援部会の取り組み予定として、しながわ大学連携推進協議会の仕組みを使い、学校を通して学生に周知できる方法を検討していくことを報告。
５、事業所との意見交換・グループワーク。主な意見としては、報酬については、報酬単価が利用者の身体介護の有無で差が大きい。利用者によって身体介護有の場合でも難易度が異なる場合があり、２人対応等で報酬差をつけて欲しい。片道の依頼のみの場合だと帰り道の交通費や時間拘束等の問題があり、加算等で調整出来ないか。制度については、車両を活用した移動支援がやりやすくなった、導入の可能性について検討できないか、一部計画相談を通さないで使う人には、情報がなく対応が難しい。周知については、利用者の中に移動支援のサービスを知らない人がおり、ヘルパーのＰＲも含めてサービスのＰＲが必要。人材確保については、ファミリーサポートとのコラボやオンデマンド化についての検討や大学生の夏休みのアルバイトの提案、研修修了者７１名に対して登録者が１５名では少ないという意見があり、受講者の登録に向けては、不安を感じる方が多いため、不安を拭えるようアプローチする必要があるといった意見があった。
今回実施した品川区移動支援事業所連絡会については、前年度第３回の自立支援協議会において実施に向けて検討することになり、提案された委員からも実施に向けての必要性を伺い、実施することとなった。実施後の感想を提案された委員からいただきたいと思う。
〇委員
第１回の連絡会には１０事業所ほど集まり、初めて顔を合わせる方も多かったが、本当にざっくばらんに、活発に意見交換ができたので、今後も続けていってほしい。事業所の方たちと色々な話を詰めていけるのではないかと思っている。
〇会長
　次に、相談支援部会から報告をお願いします。
■専門部会からの報告について
（１）相談支援部会
[bookmark: _Hlk214954676]〇委員
　資料２－１を説明。第２回相談支援部会を９月２６日に行った。
１番、地域自立支援協議会の検討課題について。第１回の自立支援協議会の報告を共有した。
２番、地域生活移行に関する取組について。地域生活移行に向けての取組状況、課題の共有、区内のグループホームや通所先の整備状況について共有した。また、グループホーム連絡会にて取組を報告し、移行に向けて情報共有を行った。
（１）取組状況。地域移行を行った方のその後について。児童福祉施設から区内グループホームへ移行した方。環境を整えて支援してきたが、児童施設より自由度が高い地域生活において以前からの課題が解決されず、本人・両親や支援機関を交え何度かカンファレンスを実施。結果、再度環境整備から始めることとなり、区外の短期入所施設へ移行。日中は短期入所先近隣の通所施設を利用しており、成功体験を積んでいる。今後の住まいを決めていくに当たって、どのような支援体制を構築していくかなど、引き続き本人の希望を伺いながら検討していく。
区内障害者施設から兄弟が近隣に住む区外グループホームへ移行した方。計画相談支援もグループホーム近隣に移行している。最近、親族から近況報告を受け、元気に過ごしている旨共有があった。
地域移行支援に向けて。これまで同様、サービス更新時、モニタリング時、本人・家族・支援者に地域移行の希望についてその都度確認と説明を継続。来年度以降、障害者入所施設に配置される地域移行等意向確認担当者と連携して取組を進めたい。
課題・取組を進めて感じたこと。家族など、ようやく施設に入れたから、現時点で地域移行を考えられないという意向があり進まない。利用者や家族の高齢化もあり、新たな生活環境の場を考えられない。前回の相談支援部会において、７０代でグループホームから在宅へ移行した方の共有があった。高齢となってからの移行はできないのではと思っていたが、対象者の年齢に関わらず移行の意思を確認していくことの重要性を思い直した。
（２）区内のグループホーム・通所施設整備状況について。区内グループホームと通所先の整備状況について共有した。
３、高次脳機能障害に関する取組について。高次脳機能障害者への支援について、おのおの取り組んだ内容を報告し、今後の展開について意見交換を行った。
（１）具体的に取り組んだ内容。失語症者の意思疎通支援に関するニーズ把握調査について。区内相談支援事業所へ意思疎通支援が必要な場面や年代についてアンケート調査を実施し、集計結果について事務局から報告を行った。集計結果は、表１のとおりであり、支援ニーズのある年代として３０代後半から６０代との回答、半数以上を５０代が占めており、支援の必要な場面としては、本人の意向を確認する行政手続、サービス利用時の説明をするときが挙げられた。
区ホームページの整備について。高次脳機能障害に関して、障害の概要、障害福祉サービス、地域活動支援センター、啓発動画等をまとめたページを作成したため共有を行った。
地域活動支援センター見学会。区内３か所にある地域活動支援センターの活用について、それぞれの取組内容を把握し、検討するために見学会を全６回実施した。実施後、アンケートを取り、高次脳機能障害の方が利用するに当たって、通所に送迎が必要な場合の課題が共通して挙げられている。品川区が実証運行しているＡＩオンデマンド交通「しなるん」を利用して地域活動支援センターを利用している方もいるとの共有があった。また、活動内容について、３か所共同でスポーツ大会などを実施するのはどうかといった意見もあり、引き続き内容の検討を進めていく。
認知症カフェでのコラボについて。部会員が所属する法人が認知症カフェにおいて、高次脳機能障害に関して啓発と相談会を同時開催。２回実施し、相談などはなかったものの、広報の仕方を考える機会となった。他法人等にも広げていけないか模索をしていく。
就労支援部会での報告。就労支援部会にて、相談支援部会において高次脳機能障害について取り組んでいることを共有。就労継続支援Ｂ型の通所サービス利用に当たっては、送迎の課題などがある。送迎対応ができるかどうかは、個別に相談していける事業所があることも確認をした。
復職に向けての支援・手続について研修。高次脳機能障害が働き盛りの世代に発症することに関連して、職場復帰への支援を行う際、利用できる区内の社会資源・傷病手当などの手続について研修会を実施した。
（２）今後に向けて。前回の相談支援部会から取り組んだ内容について、引き続き具体性を持った活動となるように継続して取組を進めていく。
４、今後の検討課題について。過去の相談支援部会において、今後の検討課題について話し合った際の内容を参考に、今後取り組んでいきたい内容についてグループワークを実施し、意見を出し合った。次回の相談支援部会において、取組内容、方法を検討していく。
出た意見として、合理的配慮の範囲を学びたい、社会資源が足りないということは取組を進めていく中で挙げられているが、どうやって取り組めばよいのか、児童期から成人期への移行など、ライフステージの移り変わりのときに必要な支援、その情報整理、情報の充実、支援者の高齢化と新たな育成などがあった。
最後に、地域生活移行に関する取組について。令和５年４月から令和７年９月までの地域生活移行件数については９名、前回の協議会で報告した件数に追加はない。
〇会長
相談支援部会の報告についてご質問、ご意見はありますか。
〇委員
地域生活移行支援の「課題・取り組みを進めて感じたこと」の中に、ご家族がようやく施設に入れたので現時点では地域移行を考えられないという意向があり進まないとある。ご家族の気持ちはよく分かるが、この壁を突破するにはどうしたら良いと思うか。
〇委員
　施設以外に生活ができる場所があることを定期的にご本人、ご家族と話をする場を持つこと。そして、その場所の見学や体験をすること。それから、来年度義務化される施設における地域移行の確認担当者との連携なども大きな役割を担ってもらえると思う。継続していくことと考え続けること、それから、本人の意向の確認や意思決定を尊重していきたいと思う。
〇委員
区内、区外の施設から自宅へ移行した３名の状況であるが、本人はスムーズに生活できているのか、また、周りでサポートしているご家族は問題なくできているのか、少し気になった。
〇委員
　区内の施設からご自宅へ戻った方については、サービス調整が入り、連携を取って、チームとなって在宅生活をサポートしている。区外施設からご実家に移った２人の方については、計画相談を担当していないので分かりかねる。
〇事務局
区外施設からご実家に移った方については、２人ともほとんど自宅に外泊をして、半分以上ご自宅で過ごしていて、そのまま退所された。積極的に地域移行の取組をした結果というよりも、ご本人、ご家族の事情でお帰りになられたという経緯がある。
〇委員
グループホームのオーナーをしているが、サービスする側と入居者のマッチングはとても難しいと思う。例えば、サービスする側の方が退職されたり、替わったりするときに、入居者の方にはすごくストレスがかかる。
そういう意味で、入所するグループホームも変わっていくし、入居者も変わっていくので、大変流動的だと感じている。それから、グループホームをやっている事業者の方は大変よくやっていただいていると感じている。
〇委員
　入所施設で支援している立場から言うと、利用者は一人一人個性も違うので、それに対応できる職員のマッチングの難しさというところは、一緒だと思う。
　また、ご家族も利用者も高齢化してきているので、何か困っていることがあればお助けし、経験を生かした提言についても進めていきたいと考えている。幸い、当法人は障害、高齢、児童部門を持っているため、何かあれば連携して対応していきたい。
〇会長
続いて、子ども支援部会より報告をお願いします。
（３）子ども支援部会
〇委員
資料３を説明。令和７年９月２４日に第２回子ども支援部会を開催。
　概要の２、前回の全体会で皆様からいただいた意見を報告。（２）区立保育園や区立の学校での医療的ケアのお子様への対応について、関係部署より確認。
　区立保育園は、平成２９年より受入れを開始。医療的ケア児１人に対し１人の看護師を配置し、受入れ児が複数名の場合は看護師も同数配置。看護師は派遣会社に派遣を依頼している。対応可能な医療的ケアは、１から１０のとおり。受入れに際し、特別支援保育審査会にて集団保育の可否を判断。上記以外の医療的ケアの場合は、当該審査会にて受入れの可否について判断。
　区立学校は、令和３年より受入れを開始。医療的ケア児１人に対し１人の看護師を配置するが、同じ学校に複数名の医療的ケア児が在籍する場合は、ケアの内容や頻度によって、可能な範囲で１人の看護師で複数のケアを実施することも想定。看護師は派遣会社に派遣を依頼。
　受入れを行う学校は限定していない。通学区域や学級種について就学相談などで決定。看護師の配置の可否は、医療的ケア利用相談委員会で決定。対応可能な医療的ケアは、１から５のとおり。
　３、テーマ検討。まず移動支援について。前回の部会で、若い人に向けて、動画が有効ではないかという意見があったので、①で、移動支援を行うヘルパー確保のための啓発用の動画について意見を出し合った。
　まず、動画撮影に協力していただけるお子様と移動支援事業所が確定したため、内容の検討を行った。内容については、意見が様々出たが、まずは移動支援の説明、また支援の場面が実際にわかるような実演、ヘルパーさん生の声、さらには、研修内容、実際に登録した後の現場での実習等の状況もあるとよいといった意見が出た。
　次回の移動支援従業者養成研修は２月を予定。その募集を２月に開始するため、それに間に合えば、その動画も併せて発信していくことを考えている。動画撮影は、区内の就労継続支援Ｂ型の事業所に依頼する予定。
　②の啓発活動について、区内の大学に移動支援についての紹介などを行う機会を設けていただくことは了承いただいているため、動画完成のめどがついたタイミングで、紹介の日程などについて大学側と調整を行う予定。部会のメンバーと共同で大学を訪問する。
　テーマ検討の２つ目、医療的ケア児支援に関する各関係機関等との連携について。前回の部会で、各関係機関が考えていることを聞いた中で、相談支援専門員が医療的ケア児コーディネーターの資格は持っているが、医療的な知識がないなどで活動を行う上で不安があるといった声があったので、その不安の払拭と今後の活動の参考とするため、講師の谷口由紀子さんにお話をしていただいた。
　講演の主な内容としては、医療的ケア児コーディネーターの役割は、本人支援、家族支援、地域支援の３つ。また、家族の思いとして、退院するときが一番心細いため、そこに伴走し、不安や戸惑いを払拭することが役割。医療的なリスク管理を行うのは医療職であって、医療的ケア児等コーディネーターはリスクを把握しながら、お子さんやその家族をアセスメントし、どういった支援を受けるのがよいのか、意思決定に伴走すること。地域で生活していくための専門的な相談にタイムリーに乗って、お子様の発達段階を理解して、ライフステージをつないでいくこと。また、そのお子様の家族にとって必要な資源がない場合でも、１人のお子様からその子の支援チームをつくることで地域の社会資源を生み出していくこともコーディネーターの大事な地域支援であるといった内容の話であった。
　次回の検討事項として、移動支援の大学への紹介についてどのように進めていくかということ、また、医療的ケア児等コーディネーターとしての活動の進め方などについて継続して話をしていきたいと考えている。
〇会長
子ども支援部会の報告についてご質問、ご意見はありますか。
〇委員
　部会の中で谷口先生をお呼びし、医療的ケア児等コーディネーターの活動について講演をしていただいたとのことであるが、その際、品川区のコーディネーターの方には声かけをしたのか。
それから、品川区の場合、昭和医科大学の小児科から自宅へ退院するケースが多いと想像するが、退院時、品川区のコーディネーターの方には連絡は行くのか。そこから取り組んでいただけるとありがたいと思う。
〇委員
　この部会には、コーディネーター研修を受けた相談支援専門員が入っており、それ以外にもコーディネーター研修を受けた放課後等デイサービスの方などもお呼びし、一緒にお話を聞いている。
事務局からは、病院の退院カンファレンスの時点で障害者支援課に連絡が来るので、コーディネーターの研修を受けた者に一応声はかけて、昨年度は８名ぐらい同席したと聞いている。今後についても、そのような時点からコーディネーターが関わっていけると良いと思っている。
〇委員
　医療的ケア児に配置する看護師について伺う。まず、週に何時間の派遣なのか、また、保育園と区立学校には配置されているが、幼稚園はどうなのか。
〇事務局
　派遣時間の詳細までは確認ができていない。他部署の所管となるので、詳細は確認させていただきたいと思う。
〇会長　
　私が気になったのは、医療的ケアの種類であるが、保育園は１０種類で学校は５種類、単純に見ると半分に減っているように見える。同じようにしたほうが良いと思う。
〇事務局
　これは、恐らく希望があるかどうかが一つの理由だと思う。学校に入ると特別支援学校があるので、そちらに状態が重い子が行くと考えられる。
〇会長
　ご希望があればきちんと対応することが分かれば大丈夫。その他いかがでしょうか。
〇委員
　移動支援についてであるが、動画を撮影するということで、それはお子さんの移動支援を行う方用に啓発用の動画をつくるということでよろしいでしょうか。
〇委員
　今回については、お子様の通学の支援をしているところの動画を予定している。移動支援はそれだけではないため、その辺りの説明も含めながら、部会の中ではパターンを幾つかつくると良いといった意見も出ているので、また継続できればと思っている。
〇委員
　医療的ケア児のコーディネーターについて、前受託者においてはインクルーシブひろばベルに配置があったが、現在は、弊社の職員の中にはコーディネーターの資格を持っている者がいない。
　インクルーシブひろばベルでは看護師の配置があり、看護師がコーディネーターを受ける予定であるが、相談支援事業所も大原児童発達支援センターもあるので、やはり相談支援専門員がコーディネーターを取得したほうが今後のためにも良いか。
〇委員
　正直どなたが担っていけば良いのかは私たちも分からないところはあるが、谷口先生からは、長いスパンで考えたときには福祉職のほうが良いというお話があった。チームでやっていくということは一番大事なところで、医療と福祉とみんなで支えていくというチームづくりが必要だというお話だったので、もし取っていただけるのであればより良いとは思う。
〇事務局
　区としては、ぜひ取っていただきたい。区立の大原児童発達支援センターであるので、看護師、相談員も取り、連携していただければ非常に大きなメリットがあると思っている。相談員の声を聞くと、医療の知識がないからカンファレンスに出席しても非常に不安、また看護師からすると、逆に将来にわたってのサービスが分からないという話も聞く。医療職と福祉職が両方取り、連携していただくのが区としては非常にメリットがあるので、ぜひよろしくお願いしたい。
〇委員
　城南特別支援学校では、品川区のお子さんが現在２７名通学している。医療的ケアの必要なお子さんも、全校の中で現在４６名在籍している。医療的ケアについては校内にいる常勤看護師や非常勤看護師が連携して進めている状況。送迎バスも配車されていて、それで通学してきているお子さんもいる。そのようなお子さんたちを卒後に向けて連携し、送り出している。
〇委員
　移動支援について、毎年保育園に通っているお子様が多く、保護者の方はそのまま学校への移行を考えるため、自宅から学校に行く時間帯と、学校の下校から放デイに行く時間帯に全部集中してしまい、ヘルパーが足りないのが現状。学生などにも協力していただき、この状況を解決できれば良いと思っている。
〇会長
　続いて、就労支援部会から説明をお願いいたします。
（３）就労支援部会
〇委員
　資料４を説明。令和７年９月３０日に第２回の就労支援部会を開催。
　１として、障害者就労体験事業について。旧リボン旗の台店跡地において、令和７年９月２５日より障害者就労体験事業を開始した。
　運営事業者は、社会福祉法人げんきが受託し、火曜日から金曜日が午前１１時から午後６時まで、土曜日は午前１０時から午後５時まで事業を実施している。
　実施事業の主な内容は、５点。（１）就労体験の提供及び超短時間雇用の実施、（２）ショップの店舗運営、（３）インクルーシブな交流スペースの運営及びイベントの開催、（４）共同受注窓口の設置、（５）区立学校標準服等のリユース事業。
　就労体験は、障害の有無を問わず、障害者の理解を深めていただくために、誰でも体験できるもの。超短時間雇用は、品川区在住で長時間働くことが難しい状況にある方々を対象にしており、障害者手帳や障害判定の有無は問わない。まずはご相談いただいた後に就労実習を行い、１か月から３か月間の雇用での就労の場を提供する。ショップの店舗運営では、品川区内の就労継続支援Ａ型・Ｂ型などの自主製品の販売や、品川みやげに加え、品川区と包括連携協定を締結している福井県坂井市や高知県の商品を取りそろえて販売している。共同受注窓口は、企業等へ働きかけ、大口案件の注文を受けた際に、区内の複数の就労継続支援Ａ型・Ｂ型等へ分散発注するためのコーディネートを行う窓口になる。
　その後の質疑応答では、（１）就労体験や超短時間雇用を実施した場合に賃金は支払うのか、（２）障害者就労体験事業と障害者就労支援センターげんき品川で行っている超短時間雇用促進事業は何が違うのか、という２点の質問があった。１つ目の質問について、就労体験は賃金の発生はなく、例えばお子様から大人までの方が気軽に分身ロボットでの就労体験や接客体験ができ、障害者理解の促進を目的としている。また、超短時間雇用は賃金が発生し、一般就労に向けて障害者等が適性に応じて業務を行うものと回答した。
　２つ目の質問については、障害者就労支援センターげんき品川で行っている超短時間雇用促進事業は、地域の企業や商店街等に対して障害者等の雇用を促進するための事業であるのに対し、旧リボン旗の台店跡地で行っている超短時間雇用は、同場所で一般就労に向けての仕事を体験する場として、実際に雇用を行って、店舗運営や接客などを行うことが違いである。
　２の自主製品販売イベント（輪の品マルシェ）について。昨年度より「輪の品マルシェ」と名づけて、品川区地域自立支援協議会就労支援部会のイベントとして実施し、継続的に販売会などを行ってきた。７月５日と６日には、ＪＲ目黒駅改札前イベントスペースで開催し、３３万円を超える売上があった。また、７月１７日には大井競馬場で開催し、約７万円の売上があった。
　今後の「輪の品マルシェ」の予定としては、品川区都市開発課が１０月２５日から１１月１４日まで実施している大井町駅前中央通りの社会実験に、平日の一部に出店することや、１２月３日に大井競馬場に出店することを予定している。今後は、障害者就労体験事業の運営事業者である社会福祉法人げんきの担当者が中心となりながら「輪の品マルシェ」の開催等による工賃向上を目指していく。
　３の超短時間雇用促進事業の進捗状況の報告について。令和７年８月末現在の進捗状況は、登録企業６０社、登録者数は６７名、マッチングが成功した就労者数は、昨年度からの累計で１９名、今年度は８名となった。また、就労支援部会開催時点での求人応募中の企業数は１１社。就労者の中には、就労継続支援Ｂ型との併用が３名、就労移行支援事業所との併用が２名。最近では、商店街等の個店での超短時間雇用の活用が増えている。求人の内容は、画像の切り抜きや在宅でのマーケットリサーチ、不動産の物件調査、コンビニスタッフ、清掃スタッフ等バラエティーに富んでいる。
　最後にその他の報告事項として、社会福祉法人げんきの担当者より、令和７年１０月１日指定分で就労選択支援の指定の承認が下りたことを報告した。
〇会長
就労支援部会の報告について、ご質問やご意見はありますか。
〇委員
超短時間雇用促進事業の進捗状況であるが、登録企業は６０社、登録者は６７名の応募があって、マッチングが成功した就労者数は１９名、これは私からすると、何でこんなに実績が低いのかと思うが、その理由は何か。
〇委員
一見すると、１９名というのは少なく見えるが、企業が求めている職種と登録者が希望する職種のマッチングを一人一人丁寧に行い、見学や実習など経て就労に結びついているので、実績としては決して悪くはないと捉えている。
〇委員
丁寧に行っていることは、とても大事なことだと思う。利用者が失敗体験とならないように配慮することは大事であるが、就職率を上げるとすれば、どのような工夫が考えられるか。
〇委員
利用者のペースもあるので、一人一人の状況も鑑みながら、ご意見を活かしていきたいと思う。
〇委員
マッチングが成功した就労者１９名のうち、途中でやめる方が少ないのが一番良いわけであるが、その点はいかがか。
〇委員
数名の方は退職されている。報告は８月時点であるが、その後も就職は続いており、現在は内定者が５名ほどいる。これを含めると、累計で２４名になる。
〇委員
超短時間雇用の報告の中に、就労者の中にはＢ型との併用が３名、就労移行との併用が２名とある。入り口として併用できるのは大変有効だと思うが、これを継続していくのか、また、その後のステップがあるのか、もしあれば教えていただきたい。
〇委員
併用については、その方によって異なる。併用のままの方もいれば、併用をステップとして徐々に就労日数を増やしていく方もいる。その方に合わせた就労のステップを考えていければ良いと思っている。
〇委員
障害者就労体験事業の主な内容のうち、共同受注窓口ができたとある。やはり事業所ごとに受けるよりも、大口受注のほうが、売上や効率が非常に良いと思うがいかがか。
〇委員
共同受注窓口ができたことにより、品川区の自主製品をもう少し盛り上げていけると思っている。
〇会長
　そういう意味では、「輪の品マルシェ」がより盛り上がっていけば良いと思う。結構大変だとは思うが、開催回数を増やすなど検討されてはいかがか。
〇委員
　輪の品マルシェについては、各事業所がサービスを提供しながらイベントにも参加する形となり、限られた人員の中で協力し合いながらやれると良いと思っている。
回数については、より多くの皆様に来ていただけるような場所で開催できるように、これからも色々考えていきたいと思う。
〇委員
障害者就労体験事業のパンフレットに超短時間雇用と書かれていて、私たちは分かっているが、もう少し分かりやすい言葉のほうが良かったのかなと思う。
〇委員
パンフレットについては、より分かりやすい表現になるように、今後も検討していきたい。
なお、障害者就労体験事業については、現時点では店舗名称や愛称などは特にないが、お越しになるお客様からは、店舗名称があったほうがい良い、店舗名称があったほうが親しみやすく寄りやすいといった意見もいただいている。店舗には分身ロボットＯｒｉＨｉｍｅや店舗内を歩くＡＩロボットがいるが、ＡＩロボットには本事業のコンセプトで事業専用ホームページにも記載がある「ここにきたら誰かとつながる」、「ここにきたらチャレンジできる」から「きたらちゃん」という名前をつけており、店舗名称としてふさわしいという意見もいただいているので、親しみを込めて「きたら」という名前にしても良いのではないかと思っている。
〇委員
　「きたら」という店舗名称は良いと思う。
〇委員
　ＯｒｉＨｉｍｅを使っているのであれば、パンフレットにＯｒｉＨｉｍｅがもっと大きく出ていてもいいし、遠隔で障害のある方が在宅でやっているという仕組み自体の説明があっても良いと思う。
〇会長
続いて、精神障害支援部会より報告をお願いします。
（４）精神障害支援部会
〇委員
資料５を説明。今年度から部会が新設され、令和７年９月２２日に初めて第１回の精神障害支援部会を開催。
　３番、部会での取り組みテーマの検討、グループワークを行った。精神科病院から退院する精神障害者と地域で暮らす精神障害者の課題について意見交換を行った。また、今後地域に必要と考えることについて意見を出し合った。
　①、精神科病院から退院する精神障害者における課題。本人家族の点では、本人が退院へ気持ちがまだ向いていない。環境変化に弱い方も多く、新たな生活や人間関係構築へのパワーが必要。本人、家族ともに高齢化し、身体疾患の合併症や介護の必要性がある方もいる。家族の受入れが難しい場合があるといった課題が出された。
　地域の医療という点では、病状が不安定な方もいる、自発的な服薬ができず再燃のおそれがある場合がある、再入院可能な病院が近隣に少ない、長期入院者は遠方の病院が多く、病院側は品川区の社会資源を知らず、細やかな連携が取りにくいという状況がある。
　福祉・生活については、家賃などが高騰しているため、生活保護の基準額で、品川区内で借りられる物件は限られる。日中サービス支援型のグループホームが品川区内にない。単身生活を支えるヘルパーが不足している。
　②、地域で暮らす精神障害者における課題。まず、本人、家族という点では、同居家族の本人の病状についての理解不足がある。本人、家族ともに高齢化し、身体疾患の合併症や介護の必要性がある。高齢により、もともとの疾患か認知症か分からず、相談先が分からない場合もある。近所付き合いがない方が多く、日常のちょっとした相談ができないためストレスをためてしまう。どこに相談したらよいか分からない人が水面下にいるのではないか。
　地域の医療という点では、医療中断などで病状悪化時、入院できる医療機関が近隣に少ない。クリニックが入院先をなかなか探せない。クリニックの医療デイケアが閉鎖され、減ってきている現状もある。
　福祉・生活の面では、金銭管理が必要な方がいても、スマホ決済までの対応が困難。また、物価が高くなっているが、買い物の工夫が難しい方がいる。働くための支援は増えたが、就労経験がない、乏しい場合には、就労に向けてステップアップしていく日中活動、就Ｂや自立訓練などを利用するにしても、まだハードルが高い方が多い。自立訓練は利用期間に制限のあるサービスだが、期間が短い。障害者雇用で一般就労できる方と、一般就労につながらない方が、二極化している傾向がある。ヘルパー・計画相談支援が不足している。特に精神障害の方の生活支援に対応してくれるヘルパー事業所が少ない。当事者に情報が行き届きにくい。
③、あったらいい仕組みや資源など。日中活動の選択肢が増えると良い。精神障害のある方向けの社会資源を一元化した資料があるとよい。相談先が分かるチャートのような資料があるとよい。相談窓口などを医療機関に周知してはどうか。生活に必要なスキル、ごみ出し、掃除、買い物など。住まいの環境に合わせてできるようにする自立支援が必要。退院後の生活イメージが持てるような支援、ピアサポーター、体験の場などが必要。このように今回は課題を皆さんで出し合ったという段階になる。
　４、今後の取組について。まず、グループワークで出てきた意見をもとに、精神障害支援部会で具体的な取組内容を検討していく。ただし、資料が足りない、分かりにくいところがあるなどの意見もあったので、こうした点も部会で補って、意見交換しながら進めていきたいと思っている。
　２つ目としては、部会の委員が、お互いの事業所の役割や支援内容をより知り合うことで理解を深めて、精神障害者がより利用しやすい資源・連携を目指していきたいと考えている。
〇会長
　ただ今の報告についてご質問、ご意見がありましたらお願いします。
〇委員
精神保健医療・福祉の分野においては、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築が一番の課題になっている。今回の部会の話を伺っていても、医療、保健など様々な地域支援の関係者が、当事者の方も入って、連携も含めて、今後地域でどう支えるのか考えていくことが課題に挙がったようである。ここを期待していきたい。
〇委員
資料の最後に部会員として１７団体が書いてあるが、当事者の方がいない。最初の話では当事者または家族が入ると聞いていたように思う。ピアサポーターや当事者の方が入ったほうが、福祉や生活、医療の問題、本人、家族の実際に困っている問題などが分かりやすくなるのではないか。
〇事務局
当事者やご家族の方が入るのは、全体会のところでカウントし、計画にも人数を載せている。ほかの４つの部会には、当事者、家族の方は入っていない。それぞれの部会で検討したものを全体会に上げ、こちらで、当事者、家族からの意見をいただいている。
〇委員
精神関係の問題については、当事者がいい方向に向かうための施策を考えていくほうがいいと思う。ほかの３つの部会とはまた別に考えて、当事者を当事者のことを考える部会に入れるのがいいと思うが、いかがでしょうか。
〇事務局
精神だけに特化するかどうかという判断については、現段階ではお答えは差し控えさせていただく。部会に関してはもう少し整理が必要だと思っているので、もう一度改めて部会長と当事者の方と話をし、改めて皆様に報告させていただく。
〇会長
いろいろな障害の当事者の方々のご意見をきちんと拾い上げながら、部会や協議会を進めていくことは、非常に大事なことであるので、皆さんのご意見をいただきながら進めていく。
〇事務局　
　会議の記録については発言者に確認した後、議事要旨を作成して区のホームページに掲載。次回の開催は来年２月頃を予定。

【配布資料】
次第
パンフレット　品川区立大原児童発達支援センター・大原児童センター
資料１　品川区移動支援事業所連絡会報告書
資料２－１　相談支援部会報告書
資料２－２　第３章　意向確認に必要な体制の整備
資料３　子ども支援部会報告書
資料４　就労支援部会報告書
資料５　精神障害支援部会報告書
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